
社 会 科 学 習 指 導 案 

指導者 澤 口 良 夫 

１．日 時  平成１８年７月７日（金）２校時 

２．学 級  上田中学校３年３組 男子１８名 女子１４名 合計３２名  南校舎３階３年３組教室 

３．主 題  第２章 人間の尊重と日本国憲法  第３節 人権と共生社会 

４．主題について 
  この単元は、「人間の尊重についての考え方を、基本的人権を中心に深めさせる」ことをねらいとしており、この小単元では、自由

権や社会権、社会の発展にともなう新しい人権問題にはどのようなものがあり、それらがなぜ重要なのか、具体的な事例をとおして

理解させるものである。この単元を学習させる意義として次のことがあげられる。第一に、具体的な生活とのかかわりから日本国憲

法の基本的原則を理解させることができるということ。第二に、人間の生き方が問われ、豊かな人間性を育てることが基本的な課題

として重視されている現代の社会生活において、人間の尊重を核心とする基本的人権の理念は最もすぐれた具体的な指針となるとい

うこと。これらの学習をとおして、個人の尊厳と人権の尊重の意義を広い視野から正しく認識させることは、公民的分野の目標とし

て掲げられている「国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う」ことにつながるものであり、生徒の人権に対する興味関心

を高める上からも好材と言える。 
  公民の学習に対する興味関心がある生徒は 71％であり、意欲的に学習に取り組む姿勢がある。身近な日常生活で人権侵害があるか
という問いに対して、「ある」と答えた生徒は 17％であり、その内容は「チビと呼ばれた」「世間一般にある学校でのイジメ」などで
あった。毎日、新聞を読んだり、ＴＶのニュースを見たりしている生徒は 10％という現状である。社会事象から問題を見い出し、社
会事象についての自分なりの考えを持って積極的に話そうとする生徒もいるが、全体的には明確な根拠を持って考え、自分なりに判

断できるよう指導している段階である。資料活用の技能については、教科書や資料集などのグラフ、図表から読み取れることや変化

などについては、多くの生徒が指摘できる。さらに、数字や文字を表面的に理解するといったことではなく、その裏側に存在してい

る意味を理解し、そこから読み取ることのできる様々な課題をとらえ、それについて考えることをとおして、資料・情報のもつ価値

を引き出す段階まで指導しているところである。 
  そこで、本単元の指導にあたっては、人権の侵害に関する具体的な資料を効果的に活用し、社会の発展にともなう新しい人権問題

や、その他の基本的人権にかかわる問題が解決されていく過程について、既習事項や日本国憲法をもとに自分なりの考えを持たせた

い。そのために、生徒たちに常に意見を求めていきたい。それは、生徒たちの社会的思考にもとづく意見形成は、主権者としての基

礎的な力＝生きる力につながると考えるからである。さらに、生徒相互の考えを交流させることで、考え方や願いの相違に気づかせ、

互いに尊重し合う力や態度を身につけさせたい。そして、生徒たちの日常生活や身近な場面においてもたくさん人権に関する具体例

があることに気づかせながら、人権意識を高めていきたい。同時に、自由・権利と責任・義務の関係を社会生活の基本として広い視

野から正しく認識し、民主的な社会を築いていこうとする態度を養いたい。 
 
５．指導と評価の計画 （別紙） 
 
６．本時の達成目標 

社会的事象への関心・意

欲・態度 
大阪空港公害訴訟について、何が問題なのか見いだし、どのように解決したらよいのか考え、発表

しようとしている。 

社会的な思考・判断 大阪空港公害訴訟について、住民側や空港側の立場に立って、どのような訴えや考えがあったのか、

そして、どのように解決すべきか多面的・多角的に考え、自分なりの根拠を持って書いている。 
資料活用の技能・表現 日本国憲法などをもとに根拠を明らかにしながら、自分の考えをまとめ、発表している。 
社会的事象についての

知識・理解 
社会の発展にともなう新しい人権として、環境権が主張されるようになったことと、それを「公共

の福祉」との関連で考えなければならないことを書いている。 
 
７．本時の指導の構想 
 （１）指導構想及び留意点 
    本時は、既習の憲法に明記された人権保障のみでは十分に対応しきれないものである新しい人権の一つとして環境権を扱う。

視覚的にも問題点をとらえやすく、人格権を認めた大阪空港公害訴訟を提示し、生徒達の興味関心を喚起し、課題意識を持たせ

る。そして、既習事項や生活経験をもとに住民側と空港側の双方の立場で主張を考えさせたい。その際、生徒たちの意見がどち

らか一方にかたよった場合は、思考を深めさせる補助資料を準備しておき、葛藤させ、思考を深めさせたい。そして、討論をと

おして、自分の考えが変わっても良いし、変わらなくても良いが、最終的に自分の考えの根拠が増えるような授業を目指したい。 
 （２）かかわり合いを生かす手だてについて 
    各段階で提示する資料を丁寧に読み取らせ、題材に対して深くかかわらせ本時の主題にせまりたい。この題材とのかかわりか

ら、課題意識を持たせ必然性のある学習としたい。また、訴訟に対する各々の考えを発表し合う場面を設定し、生徒同士のかか

わりを通して個々の思考を深めさせ、課題解決へと導きたい。また、生徒たちの意見がどちらか一方にかたよった場合は、思考

を深めさせる補助資料を準備しておき、葛藤させ、教師も積極的にかかわりをもって、思考を深めさせたい。さらに、既習の人

権や憲法条文などをよりどころとして、それらのことばを正しく豊富に使って、思考させ発表させたい。既習の難しいことばが

出てきたら、その都度確認し、すべての生徒がその意味を確認した上で学習を進めるよう配慮したい。逆に、既習のことばを使

って発表できるのに、そのことばを使っていない場合は、同じく全体の場で確認しながら、ことばを意識的に使わせたい。 
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指導と評価の計画                                                                     盛岡市立上田中学校 

３ 年   社 会 単元（題材）名   人権と共生社会 総時間 ８時間扱い 
 学習指導要領の指導事項 
  （３）現代の民主政治とこれからの社会 
   ア 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則 

単元の目標 主な学習活動 評価規準 社会的事象への関心・意欲・態度 社会的な思考・判断 資料活用の技能・表現 社会的事象についての知識・理解 
Ｂ＝「おおむね満足で
きると判断される状況」 

教科書に例示している差別事
象の実態や基本的人権の内容
について資料をもとに調べて

いる。 

基本的人権にかかわる問題が
解決されていく過程を、日本
国憲法をもとに考えている。 

人権問題の解決策について、
憲法に規定されている基本的
人権の尊重から考え、発表し

ている。 

社会生活における人間の生き
方の指針となる基本的人権の
尊重について理解し、まとめ

ている。 
Ａ＝「十分満足できる
と判断できる状況」の例 

教科書に例示している差別事
象の実態や基本的人権の内容
について、資料集や他の図書、
新聞記事などで収集した資料

を参考にしながら進んで調べ
ている。 

基本的人権にかかわる問題が
解決されていく過程につい
て、憲法に規定されている基
本的人権の尊重と公共の福祉

による制限と比較したり関連
づけたりして書いている。 

人権問題の解決策について、
複数の資料をもとにしながら
憲法に規定されている基本的
人権の尊重と公共の福祉によ

る制限と比較したり関連づけ
たりしてまとめたことを発表
している。 

社会生活における人間の生き
方の指針となる基本的人権の
尊重について社会生活と結び
つけて理解し、まとめている。 

・日本社会にどのよう
な差別があり、その解
決に向けて何が行われ

ているかについて理解
することができる。 
・自由権や社会権、社
会の発展にともなう新
しい人権問題にはどの
ようなものがあり、そ

れらがなぜ重要なの
か、具体的事例を通し
て考えることができ
る。 
 

①今日の日本社会に残
る差別と、それを解消
するための努力につ

いて理解する。 
②自由権や社会権につ
いて理解し、その重要
性について考える。 
③国民の義務について
理解する。 
④人権と公共の福祉に
ついて考える。 
⑤新しい人権について
理解し、その重要性に
ついて考える。 

 

Ｃ＝「努力を要すると
判断される状況」の生徒

への手だての例 

身近な事例や意外性のある資
料に触れさせ、感じたことや

わかったことをあげさせる。 

人権問題の解決にあたっては
一面で判断するのではなく、

基本的人権の尊重と公共の福
祉の対立する観点から考えさ
せる。 

人権問題の解決にあたって、
根拠となる憲法条文を調べさ

せる。 

基本的人権の具体的内容を調
べさせ、まとめさせる。 

次 時 主な達成目標 主な学習活動 社会的事象への関心・意欲・態度 社会的な思考・判断 資料活用の技能・表現 社会的事象についての知識・理解 

２ 
今日の社会でも、さまざまな
差別があり、差別をなくさな
ければならないことに気づ
くことができる。 

今日の社会にあるさまざ
まな差別を調べ、差別をな
くすためにできることは
何か考える。 

現在も残っている差別にはど
のようなものがあるか関心を
持って調べようとしている。 

差別をなくすためのどのよう
な努力ができるか考え、発言
しようとしている。 

教科書や資料集から差別が残
っている理由やその解決策を
まとめることができる。 

 

２ 

自由権や社会権にはどのよ

うなものがあり、それらがな
ぜ重要なのか、具体的な事例
を通して理解することがで
きる。 

日本国憲法が定める自由

権や社会権にはどのよう
なものがあるか調べ、それ
らがなぜ重要なのか考え
る。 

 身近な生活の中で憲法の精神

が具体化されている例に気づ
き、その重要性を発表してい
る。 

 自由権や社会権にはどのよう

なものがあり、それらがなぜ
重要なのか理解し、まとめて
いる。 

１ 

基本的人権を守るために、わ

たしたちはどのような努力
が必要か、具体的な事例を通
して理解することができる。 

国民の義務には何がある

か調べる。また、人権と公
共の福祉の関係について
考える。 

 権利と義務の関係について考

え、公共の福祉による自由権
の制約は、どの程度まで許さ
れるのか、さまざまな角度か
ら考察している。 

 基本的人権を守るために、わ

たしたちにはどんな努力が必
要なのか理解し、まとめてい
る。 

２ 
（１／２） 

社会の発展にともない、新し
い人権が登場したことを、具

体的事例をとおして理解し、
それらがなぜ重要なのか説
明することができる。 

「新しい人権」とよばれる
ものには、どのようなもの

があるか調べ、相反する権
利についてどうすればよ
いのか考える。 

新しい人権とよばれるものに
はどのようなものがあり、な

ぜそのような権利を認めよう
とする動きが生まれているの
か関心を持って調べようとし
ている。 

「環境権」と「公共の福祉」
などのように、相反する権利

について考え、自分なりの考
えを発表している。 

 新しい人権にはどのようなも
のがあり、それがなぜ重要な

のか理解し、まとめている。 

１ 

１ 
国際的な人権保障の重要性

を、具体的な事例を通して理
解することができる。 

人権尊重を国際的に広げ

ていくためにはどうした
らよいか考える。 

科学技術の発展と人権に関す

る問題に対して関心を持ち、
調べようとしている。 

 国際社会と人権に関する情報

を収集し、その内容をまとめ
たり、説明したりしている。 

人権尊重を国際的に広げてい

くために、どのような努力が
行われているかを理解し、ま
とめている。 

 



８ 本時の展開                          〈Ａ〉達成度 〈Ｂ〉学習速度 〈Ｃ〉取り組み方法（学習方法） 
                                 〈Ｄ〉見方・考え方 〈Ｅ〉興味・関心 〈Ｆ〉生活経験 

段
階 

過
程 

時
間 学 習 活 動 評価の視点・方法 指導上の留意点 学習形態・ 

教材・教具 

導 
 

入 

 
 
 
 
 

課 

題 

把 

握 

１０
分 

１ 前時までの確認をする。 
 
２ 大阪空港付近の様子から気づい

たことを発表する。 
 
３ 大阪空港公害訴訟として裁判に

なったことを知り、双方の主張を

考える。 
 
４ 「環境権」という用語を知り、

大阪空港公害訴訟は、環境権と公

共の福祉の争いであることを確認

する。 
 
５ 学習課題を把握する。 
 
 
 

 １ 本時にかかわる既習の重要語句を

確認することで、考える際のよりど

ころとする。 
 
 
３ 住民側はどのような訴えをし、ど

んな人権が侵害されているのか考え

させる。同時に、空港側の主張も既

習事項をよりどころに考えさえる。 
 
４ 環境権と公共の福祉の対立が生じ

たことをおさえ、課題に対する必然

性を持たせる。 
 

 
 
・ＯＨＰ 
「空港付近写

真」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・学習シート 
 

展 
 
 

開 

課 

題 

追 

究 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課 

題 

解 

決 

３５
分 

６ どのような判決が出たのか予想

する。 
 
 
７ 住民側と国側のそれぞれの立場

で討論する。 
 〈住民側〉 
  ・憲法第２５条で保障されてい

る生存権の侵害である 
  ・許容範囲を超えた騒音・振動

である。 
 〈空港側〉 
  ・国際空港であり、夜間飛行の

差し止めは受け入れられな

い。 
  ・「公共の利益」のためだから住

民には多少の犠牲は仕方ない

のではないか。 
 
８ 裁判の判決の内容について知

り、なぜこのような判決が下され

たのか考える。 
 
 
９ 現在の空港の様子について知

る。 
 ・現在の関西国際空港や中部国際

空港の環境に対する対策のよう

すを知る。 
 
 

 
 
 
 
７ ［社会的な思考判断］ 
 
 
 
 
 
〈机間巡視・学習シートの記述〉 
Ａ 生存権、幸福追求権、公共

の福祉 
Ｃ 身近に空港があったらどう

か考えさせたり、既習の基本

的人権などを振り返らせた

りする。 
 
 
８ ［社会的な思考・判断］ 
 
 
 
 
 
 
 
 〈記述内容・発表〉 
Ａ 互いの人権のバランス、社

会の変化 
Ｃ 一方の権利だけを全面的に

認めるということは、どう

いうことか考えさせる。 
 

６ ここで全員に住民側か空港側のど

ちらかに必ず立たせ、自分の意見を

持たせる。そのことで課題解決の必

然性を持たせたい。 
 
７ 〈Ｄ〉〈Ｆ〉 
 生徒が一方の立場（住民側に傾く

と予想される）に多く傾いた場合、

反対側の主張の根拠となる資料を提

示する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 〈Ｄ〉 
  教師側から簡単に説明する。裁判

の仕方については、未習であるので、

細部にはふれない。 
  一審判決と二審判決、最高裁判決

が違っていることにも留意する。 
 判決から、人格権と公共の福祉の

どちらも尊重させたことをとらえさ

えたい。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ＯＨＰ 
「旅客数」 
「１日の発着

回数」 
「飛行機の騒

音」 
「空港活性協

会長の言葉」 
 
 
・ＯＨＰ 
「裁判の結果」  
 
 
 
 
・ＯＨＰ 
「関西国際空

港の写真」 
「空港の環境

対策」 
 

終 

末 

ま 

と 

め 

５
分 

10 本時のまとめをする。 
 大阪空港公害訴訟から、新しい

人権がなぜ重要なのか、また、権

利を大切にするとはどういうこと

か確認する。 
 
11 次時の見通しを持つ。 
 ・環境権以外の新しい人権につい

て学習する。 
 

 10 本時の学習内容のまとめだけでな
く、友達の考えも含めたかかわり合

いを生かした感想も書かせたい。 
 
 

 

―２－ 

大阪空港公害訴訟では、「環境権」と「公共の福祉」のどちら

が優先されるのか考えよう 

既習事項や生活経験をもと

に、騒音は人権侵害である

ことや空港の公共性の高さ

などについて書いている。 

一方の主張が全面的に認め

られたわけではなく、住民

の人権も公共の福祉のどち

らも尊重している。互いの

権利を尊重し合うことが大

事である。 



（Ｐ５６～５７） 
☆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
                     裁判に訴えました！ 
訴えた人 空港近くの住民２６４人 
訴えられた人 大阪国際空港の設備管理者である国 

①  夜９時から翌朝７時の間は、空港の使用を禁止してほしい。 

②  これまで受けた被害（騒音・振動・墜落の危険など）の損害賠償として、
一人５０万円ずつ支払ってほしい。（過去の補償） 

訴
え
の
内
容 ③  騒音が６５ホンになるまでの間、一人あたり１ヶ月１万円の賠償金を支払

ってほしい。（将来の補償） 
 

住民側の主張（   ）  空港（国）側の主張（   ） 

                  
                  

                  
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

事件のあらまし 

 大阪国際空港の離着路のほぼ真下に住む住民たちが、航空機による騒音などの多

種多様な被害（他にどんな被害があるのだろう？）を受けているとして、環境権

に基づいて夜９時から翌朝７時までの夜間飛行の禁止と過去・将来の被害に対す

る損害賠償、慰謝料を請求した。 

 



裁判官になったつもりで、どのように解決したらよいか、結論を出そう。 

 

 

 

 

 

〈実際の裁判の結果は・・・〉 

 第一審 第二審 最高裁 
①差し止め請求    
②過去の損害賠償    
③将来の損害賠償    

 
 
 
 
 
 
 
 
                 ＝ 
 
 
 
 
 
 
◎大阪国際空港公害訴訟から、どんなことが言えるか自分のことばでまとめよう。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

裁判の結果からどのようなことが言えるか・・・ 


